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株式会社JAL JTA セール ス 



貸  借  対  照  表  

（2025年 3月31日現在） 

株式会社 ＪＡＬ ＪＴＡセールス 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ※当期純利益は25,518千円 

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資産の部）  (負債の部）  

流動資産 1,271,691 流動負債 255,876 

現金預金 54,758 営業未払金 180,580 

営業未収入金 166,111 未払金 1,496 

商 品 16,254 未払費用 47,755 

貯 蔵 品 539 前受金 5,971 

短期貸付金 964,453 未払消費税 16,631 

その他の流動資産 75,876 預り金 1,419 

貸倒引当金 ▲ 6,300 未払法人税等 460 

  リース債務 1,411 
  長期未払金 153 

固定資産 134,748 固定負債 203,074 

有形固定資産 11,345 リース債務 3,944 

建物付属設備 4,834 長期未払金 408 

工具器具備品 1,234 退職給付引当金 132,022 

リース資産 5,276 預り保証金 66,700 

  負債合計 458,950 

無形固定資産 8,988 (純資産の部）  

電話加入権 2,265 株主資本 947,489 

ソフトウェア 6,723 資本金 30,000 

投資その他の資産 114,415 

資本準備金 40,000 

長期差入保証金 36,246 利益剰余金 877,489 

繰延税金資産 58,625 利益準備金 5,327 

長期貸付金 11,231 その他利益剰余金 872,162 

長期前払費用 8,314 別途積立金 65,000 

破産更生債権等 393 繰越利益剰余金 807,162 

貸倒引当金 ▲ 393   

  純資産合計 947,489 

資産合計 1,406,439 負債及び純資産合計 1,406,439 

 



重要な会計方針に係る事項に関する注記 

個別注記表 

（株）ＪＡＬ ＪＴＡセールス 

 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・・最終仕入原価法による原価法 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

（1） 有形固定資産の減価償却方法 

① 2007 年 3 月 31 日以前に取得したもの・・・・法人税法に規定する旧定率法 

ただし、1998 年 4 月 1 日以後取得の建物附属設備については法人税法に規定する旧定額法 

② 2007 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・法人税法に規定する 250％定率法 

③ 2012 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・法人税法に規定する 200％定率法 

④ 2016 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・法人税法に規定する定額法（※1） 

（※1）法人税法の改正に伴い、2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備の減価償却

方法については、改正後の法人税法に基づく方法に変更した。なお、この変更による損益に

与える影響は軽微である。 

（2） 無形固定資産の減価償却方法……法人税法に規定する定額法 

（3） リース資産・・・・リース期間定額法 

 

3. 引当金の計上基準 

（1） 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により

破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上している。 

（2） 退職給付引当金 

従業員の退職給付の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき

当期末において発生していると認められる額を計上している。 

なお、退職金の一部については 2018 年 7 月 1 日に確定拠出年金制度へ移行し、当期末退職給

付引当金残高は、期末退職金要支給額から確定拠出年金相当分を差し引いている。 

 

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

（1） リース取引の処理方法 

「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用して

いる。 

（2） 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式としている。 

（3） 税効果会計の適用 

法人税、住民税および事業税について税効果会計を適用している。 

（4） 収益の認識については、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第 29 号）に従う。これによる事業年度における収支への影響は軽微である。 



税 効 果 会 計 に 関 す る 注 記 

 
1. 当期末における発行済株式数は  600 株であり、 前期末からの増減はない。 

 

2. 当期末において自己株式は保有していない。  

 

3. 配当に関する事項 

（1）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

無配のため該当事項はありません。 

 

(2) 当事業年度末日以降に行う剰余金の配当に関する事項 

2025 年 6 月 25 日の定時株主総会において、次の議案を付議する。 

 

配 当 資 産 の 種 類 金 銭 

配 当 金 の 総 額 22,966,097 円 

配 当 の 原 資 利 益 剰 余 金 

1 株当たりの配当額 38,277 円 

基 準 日 2025 年 3 月 31 日 

効 力 発 生 日 2025 年 6 月 26 日 

 

 

1 . 繰延税金資産の発生原因別内訳  

繰越欠損金 71 , 434 千円  

退職給付引当金限度超過額 45, 679 千円  

賞与引当額 6 , 944 千円  

その他 2 , 876 千円  

繰延税金資産 小計 126, 933 千円  

評価性引当額  △ 68, 308 千円 

繰延税金資産 合計  58, 625 千円  

 

 

以上 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 関 す る 注 記 


